
日本一の健康長寿県構想高幡地域推進協議会設置要綱 

（設置） 
第１条地域における保健医療福祉施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、日本一

の健康長寿県構想高幡地域推進協議会（以下「協議会」と言う。）を設置する。 
 
（所掌事項） 
第２条　協議会は、次の事項について協議する。 
（１）地域の保健医療福祉の推進方針及び方策等に関すること。 
（２）その他、日本一の健康長寿県構想の推進に関し、必要と認められる事項。 
 

（組織） 
第３条　協議会は、次に掲げる委員３０名以内で組織する。 
　（１）保健・医療関係者 
　（２）福祉関係者 
　（３）地域組織・団体、住民の代表 
（４）行政関係者 
２　委員は、高知県須崎福祉保健所長が依頼する。 
 
（任期等） 
第４条　委員の任期は就任の日の属する年度の翌年度末とし、委員が欠けた場合におけ

る補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 
 
（会長及び副会長） 
第５条　協議会に会長及び副会長を置く。 
２　会長は、委員の互選により定める。 
３　副会長は、会長が指名する。 
４　会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
５　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 
 
（会議） 
第６条　協議会の会議は、会長が招集する。 
２　協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 
３　会長は会議の議長となる。 
４　会長は、必要があると認めるときは、学識経験者、行政関係者、地域保健医療福祉

活動を行っている者などの会議への出席を求め、意見を聴くことができる。 
 
（部会） 
第７条　協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 
２　部会は、会長が指名する委員及び有識者等で組織する。 



３　部会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 
 
（事務局） 
第８条　協議会の事務局は、須崎福祉保健所に置く。 
 
（その他） 
第９条　この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議

会に諮って定める。 
 
附　則 

（施行期日） 
１　この要綱は、平成２０年５月３０日から施行する。 
（任期の特例） 
２　この要綱施行の際の委員の任期は、第４条第３項の規定にかかわらず平成２２年３

月３１日までとする。 
　　附　則 
この要綱は、平成２１年９月２９日から施行する。 
　　附　則 
　（施行期日） 
１　この要綱は、平成２２年８月３日から施行する。 
（任期の特例） 
２　この要綱施行の際に現に在任する委員の任期は、第４条の規定にかかわらず平成２

４年３月３１日までとする。 
附　則 

　（施行期日） 
１　この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 
附　則 

　（施行期日） 
１　この要綱は、平成２４年１１月１９日から施行する。 
附　則 

（施行期日） 
１　この要綱は、令和３年３月１５日から施行する。


